
防災人材育成研修派遣事業

令和３年度 新規事業

説明資料

社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会



防災人材育成研修派遣事業

地域防災力向上のため、地域において自助・共助に取組むことのできる防災人材の育

成を目的に、防災士資格取得を目指す研修等へ、防災人材となり得るものを派遣し、その

際に必要な研修経費の一部を、上限を定め、予算の範囲内において社協から給付する事

業です。

ここでいう研修とは、特定非営利活動法人日本防災士機構が認定した研修カリキュラム

に基づき実施される防災士資格取得研修講座、または、富士見町社会福祉協議会が防災

人材の育成に資する研修講座と認めたものを言います。

※ 参考 ※

令和２年度より、富士見町役場で、防災士資格取得にかかる研修経費の金銭補助を行う「富士見町防

災士育成事業補助金交付要綱」が作られ、事業が始まっています。

社協で行う本事業より、役場の補助事業の方が補助金額が多くなっています。申請には、各区の自主

防災組織会長の推薦が必要など、様式提出による手続きが必要なため、詳細は、各区、自主防災組織会

長、役場防災危機管理係等へ問合せください。尚、事業要綱は、役場ホームページの例規集より確認い

ただけます。



本事業の対象者

富士見町に住所があり、次に掲げる（１）～（４）のすべてに該当する方が対象です。

（１） 富士見町社協が主催する、富士見町災害ボランティアコーディネーター養成講座を修了された方、

または、修了する意思のある方

（２） 研修の学びを活かし、本会や町の事業、町内の防災人材ネットワーク等へ協力する意思のある方

（３） 研修受講した旨の情報を、本会が町や町内の自治組織等へ提供することに同意する方

（４） 研修受講にあたり、本事業以外から補助金等の交付を受けていない方

研修経費の給付額等

【給付額】 予算の範囲内において、１人に付き20,000円を限度に給付します。

【給付回数】 研修経費の給付は、４月１日から翌年３月３１日までを１年度とし、

同一年度内で１人に付き１回限りとします。

※ 参考 ※ 松本大学主催 「松本大学防災士養成研修講座」 （県内唯一の指定講座）

受講料：23,000円、教材費：4,000円、試験受験料：3,000円、資格認定登録料：５０００円



給付申請方法

次に掲げる書類を本会会長宛に提出してください。

（１） 申込書（様式第１号） ※ 養成講座を修了した方で、別紙「情報登録書」の提出がある方は、

記載内容の一部を別紙で補完することができます。

（２） 研修報告書（様式第２号）とそこに記載された必要書類

（３） 受講承諾書（様式第３号） ※ 養成講座を修了する意思のある方のみ提出（未修了者）が必要です。

給付決定の条件

（１） 富士見町災害ボランティアコーディネーター養成講座の修了が認められること、

または、受講承諾書（様式第３号）の提出が認められること

（２） 申込書（様式第１号）に記載された内容を元に、中長期的に地域において自助・共助に取組むこと

のできる防災人材となり得るのかを精査し、会長より給付が適当と認められること

（３） 研修報告書（様式第２号）の提出が認められること



給付決定 と 経費請求

給付申請があったときは、本会会長がその内容を審査し、適当と認めたときは、給付決定通知書（様

式第４号）により申込者（給付決定者）へ通知します。

通知書を受け取った方は、研修経費請求書（様式第５号）を会長宛に提出します。提出確認後、内部手

続きを経て、指定された口座に請求額をお振込みします。

給付金額の返還等

給付決定者が偽り、その他不正な手段によってその給付を受けたと認めるときは、給付決定の全部

又は一部を取り消す場合があります。

給付決定を取り消したときは、その取り消しに係る部分に関し、既に研修経費を給付しているときは、

返還命令通知書（様式第６号）により期限を定めてその返還を求めます。



申請から給付までの流れ

① 申請を希望される方は、申請前に事務局へ相談。

② 相談時に、講座内容等から概ね適当と認められた場合、講座受講後、

「申込書（様式第１号）」 と「研修報告書（様式第２号）」を事務局へ提出。

養成講座未修了の方は、「受講承諾書（様式第３号）」を併せて提出。

③ ②の書類を精査し、適当と認められた場合、「給付決定通知書（様式第４号）」で給付額等を通知。

④ 通知が届き次第、「研修経費請求書（様式第５号）」を事務局へ提出。

⑤ 請求書に記載された口座へ、手続きが済み次第、給付額を振り込み。給付完了。

※ 「受講承諾書（様式第３号）」を提出している方は、提出年度の養成講座を修了する必要があります。

修了が困難な場合、「返還命令通知書（様式第６号）」により通知する場合があります。



各種様式

「申込書（様式第１号）」 ※両面

「給付決定通知書（様式第４号）」

「研修報告書（様式第２号）」 「受講承諾書（様式第３号）」

「研修経費請求書（様式第5号）」 「返還命令通知書（様式第６号）」 「情報登録書（別紙）」



本事業事務局

申請前の相談をはじめ、本事業に関する質問等があれば、ご連絡をお願いします。

各種申請様式の送付先にもなりますので、ご承知おきください。

富士見町社会福祉協議会 地域福祉係

： 髙木雅成 ・ 渡邉仁

： 〒399-0214 長野県諏訪郡富士見町落合6203

： 0266-78-8986

： 0266-78-8923

： chiiki@fujimi-shakyo.jp

担当

住所

電話

FAX

Mail


